
資料６

認可外保育施設の無償化について 

認可外保育施設 

①利用料の支払い 

旭川市 保護者 

②領収書の発行 

③施設等利用費の請求 
※数ヶ月分まとめて請求するこ

とも可。 
 

④保護者からの請求

を園にて取りまとめる 
※期限に間に合わない

人は次月以降にまとめて

請求 

⑤取りまとめた分を市に

提出（毎月〇日〆） 

⑥施設等利用費の償還払い 

〇必要書類 

・当月対象者一覧 

（保護者名・児童名・年齢・保育料額） 

・利用契約書（初回） 

・対象者の施設利用実績一覧 

・領収書 

２ 施設等利用費の支払いについて 

⑥取りまとめた分を市に提出 

③’保護者に対し，支給認定申請

書の提出を案内 

④支給認定申請書を提出 

③施設を通して保護者に対し，支給 

認定申請書の提出を案内(８月上旬) 

②確認申請書の提出を案内(全

認可外保育施設)(７月上旬) 

認可外保育施設 
旭川市 

 
保護者 

〇必要書類 

・雇用証明書，病気申立書など 

・課税状況のわかるもの(3号のみ) 

①認可外保育施設の届出の提出を案内 
(認可外事業所内保育施設のみ)(６月中旬) 

⑤園で取りまとめる 
⑦順次システム入力 

(９月以降) 

１ 届出，確認，支給認定の流れ 

認可外保育施設数：28施設 

利用児童数：412人 

無償化対象者数(想定)：275人 


